
所　　　　属 職　名 氏　名 任　　期　(始) 任　　期　(終) 備考 選出理由

株式会社アオキ 取締役会長 青木　豊彦 2026.4.1 2028.3.31 １号
産業界での豊富な経験と深い見識を有するとともに、組織の経営・管理運営に係る業務に精通しているた
め。

○ 滋賀県立大学 理事長 井手　慎司 2026.4.1 2028.3.31 １号
高等教育に係る深い見識と大学の教育・研究に係る豊富な経験を有するとともに、組織の経営・管理運営
に係る業務に精通しているため。

元京都新聞社 元論説委員 井上　理砂子 2026.4.1 2028.3.31 １号
時事・社会問題に係る深い見識を有するとともに、国立大学法人の学長選考に係る豊富な経験と経営に係
る深い見識を有しているため。

社会福祉法人近江ふるさと会 理事長 大久保　貴 2026.4.1 2028.3.31 １号
地域福祉の実践に係る豊富な経験と深い見識を有するとともに、組織の経営・管理運営に係る業務に精通
しているため。

滋賀医科大学同窓会「湖医会」 会長 永田　啓 2026.4.1 2028.3.31 １号
高等教育に係る深い見識と大学の教育・研究に係る豊富な経験を有するとともに、組織の経営・管理運営
に係る業務に精通しているため。

□ 脳神経内科学講座
医学科長
（教授）

漆谷　真 2026.4.1 2028.3.31 ２号
本学医学部医学科・大学院医学系研究科医学専攻の教育・研究と医学部附属病院の診療に係る豊富な経
験と深い見識を有し、同学科・専攻の管理運営に係る業務に精通しているため。

実践看護学講座（成人保健看護
学）

看護学科長
（教授）

宮松　直美 2026.4.1 2028.3.31 ２号
本学医学部看護学科・大学院医学系研究科看護学専攻の教育・研究に係る豊富な経験と深い見識を有
し、同学科・専攻の管理運営に係る業務に精通しているため。

生命科学講座（化学） 教授 古荘　義雄 2026.4.1 2028.3.31 ２号
本学医学部医学科・大学院医学系研究科医学専攻の教育・研究に係る豊富な経験と深い見識を有してい
るため。

病理学講座（疾患制御病態学部
門）

教授 伊藤　靖 2026.4.1 2028.3.31 ２号
本学医学部医学科・大学院医学系研究科医学専攻の教育・研究に係る豊富な経験と深い見識を有してい
るため。

麻酔学講座 教授 北川　裕利 2026.4.1 2028.3.31 ２号
本学医学部医学科・大学院医学系研究科医学専攻の教育・研究と医学部附属病院の診療に係る豊富な経
験と深い見識を有しているため。

学長選考・監察会議

○：議長・委員長等(その委員会等の長)、□：議長代理、副委員長等

国立大学法人滋賀医科大学学長選考・監察会議規程
　（組織）
第３条　学長選考・監察会議は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。
　(1)　国立大学法人滋賀医科大学経営協議会規程第３条第１項第４号に規定する委員の
　   　うち，経営協議会において選出された者　若干名
　(2)　国立大学法人滋賀医科大学教育研究評議会規程第３条第１項第５号から第７号ま
　   　でに規定する評議員のうち，教育研究評議会において選出された者　若干名
２　前項各号の委員の数は同数でなければならない。
３　第１項に掲げる委員は，学長が委嘱し，その任期は２年とする。ただし，再任を妨げない。
４　欠員により補充された委員の任期は，前任者の残任期間とする。
　（学長選考・監察会議の運営）
第４条
２　学長選考・監察会議に議長を置き、委員の互選とする。
３　議長は、学長選考・監察会議を主宰する。
４　議長に事故あるときは、あらかじめ議長が指名した委員が、その職務を代行する。


